
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 宿 舎 管 理 規 則 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

 （前 略） 

 

 

 

別表第１ （略） 

別表第２（第３条関係） 

１．一般宿舎 

２．看護師宿舎 （略）  

（後 略） 

 

附 則 

この規則は、平成２４年６月１日から施行する。 

  

別表第１ （同 左） 

別表第２（第３条関係）  

１．一般宿舎 

２．看護師宿舎 （同 左） 

 

 


